
退職金はJAへ

お気軽にお近くの支店窓口または下記のフリーダイヤルにお問合せください。

0.50

大切な退職金、金利を上乗せして
お預かりいたします。

0.40
●JAで年金をお受け取りの方（※受取予約を含みます）
●JAカードをお持ちの方
●NISA口座をお持ちの方
●投資信託（つみたて）をご利用の方

●JAで年金をお受け取りの方（※受取予約を含みます）
●JAカードをお持ちの方
●NISA口座をお持ちの方
●投資信託（つみたて）をご利用の方

お取引項目
（既存・新規取引可）

※商品の詳しい内容については、店頭または裏面・HPの商品概要説明書をご覧ください。　※店頭表示金利は市場動向により変動いたします。※商品の詳しい内容については、店頭または裏面・HPの商品概要説明書をご覧ください。　※店頭表示金利は市場動向により変動いたします。

プラス

店頭表示
金利に
店頭表示
金利に

店頭表示
金利に
店頭表示
金利に

●1年自動継続（100万円以上1,000万円未満）●1年自動継続（100万円以上1,000万円未満）

スーパー定期貯金
1年もの 1年もの

下記お取引項目2項目以上満たした方

年

●1年自動継続（1,000万円以上）●1年自動継続（1,000万円以上）

大口定期貯金

%

0.25 0.25プラス年 %

プラス

店頭表示
金利に
店頭表示
金利に

店頭表示
金利に
店頭表示
金利に

下記お取引項目2項目以上満たした方

下記お取引項目２項目を満たしていない方 下記お取引項目２項目を満たしていない方

年 %

プラス 年

退職金定期貯金
4/1令和8年

水 3/31令和9年
水▶取扱

期間

%

（税引後年0.31％）（税引後年0.31％） （税引後年0.39％）（税引後年0.39％）

（税引後年0.19％）（税引後年0.19％） （税引後年0.19％）（税引後年0.19％）

0120-883-641
フリーダイヤル受付時間╱平日AM9：00～PM5：00

窓口営業時間╱平日AM9：00～PM3：00

本店  推進企画課
詳しくはフリーダイヤルへお気軽にお問い合せください。

https://www.ja-irumano.or.jp
検索JAいるま野

JAいるま野
公式Facebookに
いいね
してリアルタイムに
オススメ情報をゲット！

JAいるま野
公式YouTube
チャンネル登録
してね！

JAいるま野
公式YouTube
チャンネル登録
してね！

JAいるま野
公式LINE
【とれ蔵通信】
やってます！

JAいるま野
公式LINE
【とれ蔵通信】
やってます！

「旬と地域の情報」発信！SNS



商品概要説明書

詳しくは、窓口にお問い合わせください。

商 品 名 スーパー定期貯金　または　大口定期貯金
（愛称：「退職金特別定期貯金」）

対象となる方

⃝組合員資格を持つ個人の方。
⃝退職後3年以内の方で、退職金の入金に限ります。
　※当組合の定期貯金からの預け替えは不可
⃝ご退職を確認できる資料を提示していただきます。
　（退職所得の源泉徴収票・雇用保険被保険者離職票等）
⃝退職金は一時金のみ対象とし、退職年金は対象外となります。
⃝定期貯金の額は退職一時金の額までとします。

期 間 定型方式　１年間（自動継続）

預 入 方 法

(1)預入方法 一括預入

(2)預入金額 スーパー定期貯金：100万円以上1,000万円未満
大 口 定 期 貯 金：1,000万円以上

(3)預入単位 １円単位

払 戻 方 法 満期日以降に一括して払い戻します。

利 息

(1)適用金利

下記取引項目4項目中2項目以上に該当する方は、スーパー定期貯金の
場合は店頭表示金利+年0.40％（税引後年0.31％）、大口定期貯金の場
合は店頭表示金利+年0.50％（税引後年0.39％）を満期日まで適用いた
します。
　＜取引項目（新規・既存取引可＞
　①年金（予約含む）②JAカード③NISA口座④投資信託（つみたて）
上記取引項目4項目中2項目に該当しない場合は、店頭表示金利+年0.25％
（税引後年0.19％）を満期日まで適用いたします。
※満期後は自動継続し、金利は自動継続日時点の店頭表示金利が適用さ
れます。

(2)利払頻度 満期日以後に一括して支払います。

(3)計算方法 付利単位を１円とした１年を３６５日とする日割計算。

(4)税　　金 20.315％（国税15.315％、地方税5％）※の分離課税となります。
※2037年12月31日までの適用となります。

付 加 で き る
特 約 事 項

総合口座の担保とすることができます。
（貸越金利は担保定期貯金の約定金利に0.5％を上乗せした金利）
マル優（障害者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」）の取り扱いができます。

中途解約時の
取 り 扱 い

原則、期限前の解約はできません。
中途解約された場合には、解約時の当JA所定の中途解約金利を適用します。

貯金保険制度
（ 公 的 制 度）

保護対象
当該貯金は当組合の譲渡性貯金を除く他の貯金等（全額保護される貯金保険法第51条の2に
規定する決済用貯金（当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービ
スを提供できること」という3条件を満たすもの）を除く。）と合わせ、元本1,000万円とその利息
が貯金保険により保護されます。

そ の 他 参 考
と な る 事 項 ⃝ATM、インターネットバンキングでの取り扱いはできません。

令和8年4月1日


